
条 例

鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年11月13日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第69号

鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例（平成14年鳥取県条例第６号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（あっせん） （あっせん）

第４条 知事は、個別労働関係紛争（労働関係調整法 第４条 知事は、個別労働関係紛争（労働関係調整法

（昭和21年法律第25号）第６条に規定する労働争議 （昭和21年法律第25号）第６条に規定する労働争議

に当たる紛争、特定独立行政法人の労働関係に関す に当たる紛争、特定独立行政法人等の労働関係に関

る法律（昭和23年法律第257号）第26条第１項に規 する法律（昭和23年法律第257号）第26条第１項に

定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事 規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する

項についての紛争を除く。以下この条及び第６条に 事項についての紛争を除く。以下この条及び第６条

おいて同じ。）について、当該個別労働関係紛争の において同じ。）について、当該個別労働関係紛争

当事者（以下「紛争当事者」という。）の双方又は の当事者（以下「紛争当事者」という。）の双方又

一方からあっせんの申請があった場合には、あっせ は一方からあっせんの申請があった場合には、あっ

んを行うものとする。 せんを行うものとする。

２・３ 略 ２・３ 略

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。


